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お 知 ら せ
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tel 0297-68-2211（代表）
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第
11
回
特
別
弔
慰
金
支
給
に
つ
い
て

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

　
第
11
回
特
別
弔
慰
金
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

▼
特
別
弔
慰
金
の
趣
旨　
今
日
の
我
が
国
の
平
和

　
と
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
戦
没
者
な
ど
の
尊
い
犠

　
牲
に
思
い
を
い
た
し
、
国
と
し
て
改
め
て
弔
慰

　
の
意
を
表
す
た
め
、
戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
に

　
特
別
弔
慰
金
（
記
名
国
債
）
を
支
給
す
る
も
の

　
で
す
。

▼
支
給
対
象
者
　
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご

イ
ベ
ン
ト
・
催
し

ふ
れ
あ
い
楽が

く
し
ゅ
う集

講
座

　
こ
の
講
座
は
、
生
涯
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

る
ま
ち
づ
く
り
事
業
と
し
て
、
ふ
れ
あ
い
楽
集
登

録
の
町
民
講
師
が
主
体
と
な
り
、
実
施
す
る
講
座

で
す
。

　
「
出
あ
い
、ふ
れ
あ
い
、学
び
あ
い
」
を
目
的
に
、

次
の
と
お
り
講
座
を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
皆

さ
ま
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
期
日　
５
月
26
日
㈬
、
６
月
２
日
㈬・９
日
㈬・

　
16
日
㈬　
全
４
回

▼
時
間　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

▼
会
場　
利
根
町
図
書
館
２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

▼
内
容
　
①
船
旅
の
基
礎
知
識　
②
国
内
・
海
外

ク
ル
ー
ズ
の
楽
し
み
方　

③
ク
ル
ー
ズ
客
船

Ｄ
Ｖ
Ｄ
鑑
賞　

④
ク
ル
ー
ズ
の
英
単
語　

⑤

魔
法
の
英
会
話　
⑥
英
語
の
歌

▼
講
師　
ふ
れ
あ
い
楽
集
町
民
講
師

　
大
石　
篤
美　
氏

　
経
歴　
関
西
外
語
大
学
外
国
語
学
部
英
米
語
学

　
科
卒　
中
学
・
高
等
学
校
英
語
教
員
免
許
取
得

▼
資
料
代　
５
０
０
円
（
全
４
回
分
）

▼
募
集
人
数　
18
名

▼
対
象　
高
校
生
～
成
人

▼
持
参
す
る
も
の　
筆
記
用
具

▼
申
込
締
切
日　
４
月
23
日
㈮
ま
で

※
募
集
人
数
を
超
え
た
申
し
込
み
が
あ
っ
た
場
合

　
は
、
主
催
者
側
の
抽
選
と
い
た
し
ま
す
。

親
子
田
ん
ぼ
体
験

　
親
子
で
田
植
え
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
当
日
は
田
植
え
体
験
の
後
、
利
根
町
産
米
を
贈

　
呈
い
た
し
ま
す
。

　
ご
家
族
で
の
ご
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
日
時　
６
月
５
日
㈯　
午
前
９
時
～
午
後
１
時

　
ま
で

※
雨
天
の
場
合
は
６
月
６
日
㈰

▼
集
合
場
所　
利
根
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

▼
対
象
者　
親
子
で
参
加
で
き
る
方

※
子
ど
も
は
小
学
生
以
上

▼
募
集
人
数　
親
子
30
名
程
度

▼
参
加
費　
１
人
１
０
０
円
（
当
日
徴
収
）

▼
申
込
方
法　
農
業
政
策
課
に
電
話
で
の
お
申
し

　
込
み
の
ほ
か
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
や
メ
ー
ル
で
の
お
申
し

　
込
み
が
で
き
ま
す
。

※
申
込
書
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

　
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
申
込
期
限　
５
月
14
日
㈮

※
先
着
順
で
定
員
に
な
り
次
第
終
了

※
稲
刈
体
験
の
部
は
、
９
月
下
旬
か
ら
10
月
を
予

高
齢
者
運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援
事
業

　
運
転
免
許
証
の
全
部
を
自
主
返
納
さ
れ
た
65
歳

以
上
の
方
を
対
象
に
、
１
人
１
回
限
り
で
、
大
利

根
交
通
自
動
車
株
式
会
社
が
運
行
す
る
路
線
バ
ス

の
回
数
券
も
し
く
は
、
布
川
交
通
の
タ
ク
シ
ー
お

よ
び
利
根
町
ふ
れ
愛
タ
ク
シ
ー
の
利
用
券
を
交
付

す
る
高
齢
者
運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者　
利
根
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ

　
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
左
記
に
該
当
す
る
者

令
和
３
年
度

政
府
主
催
慰
霊
巡
拝
の
ご
案
内

　
厚
生
労
働
省
で
は
、
先
の
大
戦
に
よ
る
旧
主
戦

地
域
や
、
遺
骨
収
集
が
困
難
な
海
上
で
の
戦
没
者

の
遺
族
を
対
象
と
し
て
慰
霊
巡
拝
を
実
施
し
ま

す
。
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状

況
に
よ
り
、
実
施
を
見
合
わ
せ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　
実
施
地
域
お
よ
び
申
込
方
法
な
ど
詳
細
は
、
茨

城
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
ま
た
は
、
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　
戦
没
者
の
配
偶
者
（
再
婚
し
た
者
を

　
除
く
）、父
母
、子
、兄
弟
姉
妹
、参
加
遺
族
（
子・

　
兄
弟
姉
妹
）
の
配
偶
者
、
戦
没
者
の
孫
、
戦
没

　
者
の
甥
・
姪

▼
問
い
合
わ
せ
先　
茨
城
県
保
健
福
祉
健
康
長　

　
寿
福
祉
課　
長
寿
企
画
・
援
護　
☎
０
２
９
‐

　
３
０
１
‐
３
３
３
７

手
続
き
・
制
度

　
定
し
て
お
り
ま
す
。

▼
ご
用
意
い
た
だ
く
も
の　
汚
れ
て
も
い
い
服　

　
装
、
帽
子
、
長
靴
、
汗
拭
き
タ
オ
ル
、
バ
ス
タ

　
オ
ル
、
軍
手
、
着
替
え
、
飲
料
水

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　
農
業
政
策
課

　
農
業
振
興
係　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
４
３

　
５
）　
Ｆ
Ａ
Ｘ
68
‐
７
９
８
９　
メ
ー
ル
：no

　

usin@town.tone.lg.jp

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　
利
根
町
生
涯
学

　
習
セ
ン
タ
ー　
☎
68
‐
３
２
６
３

　
遺
族
で
、
令
和
２
年
４
月
１
日
（
基
準
日
）
に

　

お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」
や

　
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺

　
族
年
金
」
な
ど
を
受
け
る
方
（
戦
没
者
な
ど
の

　
妻
や
父
母
な
ど
）
が
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順

　
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
１
人
に
支
給

①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者

　
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取

　
得
し
た
方

②
戦
没
者
な
ど
の
子

③
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟

　
姉
妹

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を
有
し

　
て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か

　
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

④
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
な
ど
の
三
親
等
内
の

　
親
族
（
甥
、
姪
な
ど
）

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
ま
で
引
き
続
き
１
年

　
以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま

　
す
。

▼
支
給
内
容　
額
面
25
万
円
（
５
年
償
還
の
記
名

　
国
債
）

▼
請
求
期
間　
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先　
福
祉
課　
高
齢
介
護
係　
☎

　
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
５
）

① 

自
主
返
納
を
し
た
と
き
満
65
歳
以
上
の
者

②
満
64
歳
の
者
で
免
許
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日

　
の
直
前
の
そ
の
者
の
誕
生
日
の
一
月
前
か
ら
そ

　
の
者
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
に
自
主
返
納
を
し

　
た
者

▼
申
請
期
間　
運
転
免
許
の
取
消
通
知
書
・
運
転

　
経
歴
証
明
書
の
取
消
日
（
交
付
日
）
か
ら
５
年

　
以
内

▼
内
容　
左
記
の
い
ず
れ
か
を
選
択

①
大
利
根
交
通
自
動
車
株
式
会
社
が
運
行
す
る
路

　
線
バ
ス
の
回
数
券
１
２
０
０
０
円
分

②
町
が
指
定
す
る
タ
ク
シ
ー
会
社
の
利
用
券
１
２

　
０
０
０
円
分

③
①
と
②
の
両
方
の
組
み
合
わ
せ
で
１
２
０
０
０

　
円
分
（
各
６
０
０
０
円
）

▼
申
請
の
際
に
必
要
な
も
の

①
高
齢
者
運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援
事
業
申
請

　
書
（
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

②
運
転
免
許
証
取
消
通
知
書
の
写
し
ま
た
は
運
転

　
経
歴
証
明
書
の
写
し

③
印
鑑

※
代
理
申
請
の
方
は
、
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま 

　
す
。（
窓
口
に
あ
り
ま
す
）

▼
受
付
窓
口　
防
災
危
機
管
理
課

▼
留
意
事
項

　
運
転
免
許
証
自
主
返
納
は
、
最
寄
の
警
察
署
も

し
く
は
、
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
お
り

ま
す
。
詳
細
は
、
警
察
署
も
し
く
は
運
転
免
許
セ

ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
即
日
、
回
数
券
も
し
く
は
利
用
券
の
交
付
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
防
災
危
機
管
理
課　
消
防
交

　
通
係　
☎
68
‐
２
２
１
１

マ
ル
福
制
度
「
外
来
・
入
院
自
己
負
担
金

振
込
予
定
日
の
お
知
ら
せ

　

県
内
の
医
療
機
関
窓
口
で
お
支
払
い
を
さ
れ

た
、
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）
自
己
負

担
金
に
つ
い
て
、
次
の
日
程
で
の
お
振
り
込
み
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
振
込
予
定
日　
4
月
23
日
㈮

▼
償
還
対
象
診
療
月　
令
和
２
年
11
月
診
療
分
か

　
ら
令
和
３
年
１
月
診
療
分
ま
で

▼
通
帳
記
帳　
「
ジ
コ
フ
タ
ン
●
●
ガ
ツ
」

▼
償
還
対
象　

・
外
来
自
己
負
担
金　
妊
産
婦
、
小
児
、
ひ
と
り

　
親
家
庭
の
方
（
全
員
）

・
入
院
自
己
負
担
金　
年
齢
が
０
歳
～
18
歳
の
方

※
振
り
込
み
日
よ
り
前
に
、
お
届
け
い
た
だ
い
て

　
い
る
振
込
口
座
・
名
義
な
ど
を
変
更
さ
れ
た
場

　
合
は
、
振
り
込
み
不
能
と
な
り
ま
す
。
口
座
情

　
報
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
保
険
年
金
課
に

　
口
座
変
更
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
領
収
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

年
金
手
続
き
の
押
印
が
原
則
廃
止
と
な

り
ま
し
た

　
令
和
２
年
12
月
よ
り
、
国
民
年
金
の
各
種
届
出

で
い
た
だ
い
て
い
た
押
印
が
原
則
不
要
と
な
り
ま

し
た
。

　
た
だ
し
、
金
融
機
関
へ
の
お
届
け
印
、
実
印
に

よ
る
手
続
き
が
必
要
な
も
の
な
ど
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
押
印
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
土
浦
年
金
事
務
所　
国
民
年

金
課
（
土
浦
市
下
高
津
2
‐
7
‐
29
）　

☎

０
２
９
‐
８
２
５
‐
１
１
７
０
（
自
動
音
声
に

従
っ
て
【
２
】
の
あ
と
に
【
２
】
を
ダ
イ
ヤ

ル
し
て
く
だ
さ
い
）
／
保
険
年
金
課　

医
療

年
金
係　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
６
）
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